
項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

1 12月2日
墨田区生産性向上等支援補助金受付
等業務委託

株式会社パソナ 4,000,000

　本件は、原油価格・物価高騰等総合緊急対策とし
て、12月12日に補助金相談・受付窓口を設置するも
のであり、本業務を確実に履行することができる事
業者を早急に選定する必要があるため、競争入札を
行う時間的余裕がない。
　指定事業者は、「すみだビジネスサポートセン
ター運営業務委託」の受託者であるため、区内の中
小企業者等の状況に精通し、かつ、受託業務で得た
ノウハウを活用することができ、さらに限られた期
間内に専門知識を有し経験豊富な人材を確保するこ
とができる。よって、本業務を効率的かつ確実に履
行することができるのは指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

経営支援課

2 12月5日
すみだ健康情報システム一式の借上
（再リース）

三菱ＨＣキャピタル株
式会社

693,000

　当該リース物件は、当初のリース期間が終了して
も十分に使用することができる状況であり、かつ、
当初契約の相手方である指定事業者が所有権を有し
ている。
　よって、本業務を履行することができるのは、指
定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健計画課

3 12月13日 災害対策用ろ過機の点検委託
株式会社アクアプロダ
クト　営業本部

1,733,600

　点検対象のろ過機は、指定事業者の製品であり、
機器の特殊性から点検には高度な技術を必要とす
る。また、交換部品は他社製品との互換性がなく指
定事業者以外は対応できないため、本業務を履行す
ることができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

防災課

4 12月13日
特別区民税・都民税申告書の印字作
業委託（単価契約）

株式会社ジーシーシー
東京支社

単価契約

　本件において、外字を含む区民の氏名等を正確に
印字するためには、現行システムの文字変換プログ
ラム及びプリントプログラムを使用することが必要
不可欠である。
　現在両プログラムは指定事業者が著作権を有して
いるため、本業務を履行することができるのは指定
事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

税務課

5 12月14日 保健所関係用紙等の印刷
社会福祉法人東京コロ
ニー　東京都大田福祉
工場

1,569,235
　本件については、特別区の共同印刷により発注す
るものであり、指定事業者は、特別区保健衛生主管
課長会で、受注業者として指定した事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

本所保健セ
ンター

6 12月16日
「令和5年はたちのつどい」舞台進行
等委託

株式会社シグマコミュ
ニケーションズ

926,750

　成人式はトリフォニーホールで行っているが、指
定事業者は、同ホールの指定管理者である公益財団
法人墨田区文化振興財団から舞台進行及び音響照明
設備の操作を受託しているため、当該施設で行われ
るイベントの舞台進行等を行うことができる唯一の
事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

文化芸術振
興課
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

7 12月19日 安心帽の購入 安心帽販売 831,600

【物品】
　園児の安全面と健康面を考慮したものを選出し、
公立園長会で選定した。
　以上の理由により、製品を指定する。
【事業者】
  指定製品は指定事業者を通してでしか購入するこ
とができない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子ども施設
課

8 12月20日
オリジナルプリント江戸硝子グラス
（令和5年はたちのつどい記念品）の
購入

一般社団法人墨田区観
光協会

1,914,000

【物品】
　指定製品は「令和５年成人を祝うつどい記念品選
考会」の結果、記念品として決定したものである。
【事業者】
　本件の購入品であるオリジナルプリント江戸硝子
グラスは、指定事業者の特注品であり、指定事業者
からのみ購入することができる。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

文化芸術振
興課

9 12月21日
受診票への特定番号付与に伴うすみ
だ健康情報システムの改修委託

日本コンピューター株
式会社　東京営業所

1,254,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健計画課

10 12月21日
令和5年度税制改正に伴う個人住民税
システム改修委託

株式会社ジーシーシー
東京支社

2,530,000

　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは、指定事業者のみであ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

税務課

11 12月21日 肉筆画外の購入
三田アート画廊株式会
社

13,190,000
　本件において購入する肉筆画外は、指定事業者
（販売者）からの売立があった場合のみ購入できる
ため、指定事業者を指定する。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

文化芸術振
興課

12 12月22日 生活保護システム改修委託
株式会社ジーシーシー
東京支社

1,760,000
  指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

生活福祉課

13 12月23日 発熱等患者に対する相談等業務委託
ファストドクター株式
会社

23,048,025

　新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエン
ザの同時流行が懸念される中、国の方針により、自
己検査後のオンライン診療が求められているところ
であり、本区においても区内医療機関の診療・検査
体制のひっ迫を回避するため、そのような体制を早
急に整備する必要があり、競争入札を行う時間的余
裕がない。
　指定事業者は、本業務を遂行する上で必要な医師
等が多数所属し、かつ、オンライン診療について豊
富な実績を有していることから、本業務を遂行でき
る体制を指定する日までに整備することができるた
め、本業務を確実かつ効率的に履行することができ
る唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

保健予防課

14 12月26日
すみだトリフォニーホールファンド
レイジング基本方針策定等支援業務
委託

株式会社ファンドレッ
クス

2,740,650

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、上記指
定事業者を選定した（※令和4年12月5日付け4墨地
文第982号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

文化芸術振
興課

15 12月26日
すみだ健康情報システム機器及び
パッケージソフトの保守委託（再
リース分）

日本コンピューター株
式会社　東京営業所

2,642,131
　指定事業者は、本件の保守対象である当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健計画課
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

16 12月26日
インターネット接続系環境機器等の
保守委託（令和4年度構築分）

ＮＥＣフィールディン
グ株式会社　東日本営
業本部東京第一営業部

2,242,576

　指定事業者は、現在の本区のネットワーク環境の
設計・構築・運用保守を行っており、当該ネット
ワーク環境の設定情報や機器類の構成を把握してい
る。セキュリティ確保の観点から、当該ネットワー
ク環境の設定情報等については、指定事業者以外に
は開示しないため、本業務を履行することができる
のは指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

ＩＣＴ推進
担当

17 12月27日
土地利用現況調査・データ作成等委
託

第一航業株式会社　墨
田営業所

4,699,200

　本業務は、区の土地利用の現況を把握するため、
現況調査、当該調査に基づくデータの作成及び都市
計画地図情報システムへの取り込み（更新）を行う
ものである。当該システムは指定事業者が開発元で
あり、著作権上の理由から指定事業者以外は更新作
業を行うことができず、現況調査から当該システム
の更新までの一連の作業を一体的に行う方が効率的
であるため、本業務を履行することができるのは指
定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

都市計画課

18 12月27日 肉筆画の購入
株式会社江戸文物研究
所

10,395,000
　本件において購入する肉筆画は、指定事業者（販
売者）からの売立があった場合のみ購入できるた
め、指定事業者を指定する。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

文化芸術振
興課

19 12月28日 公園台帳システム改修委託
東日本総合計画株式会
社　首都圏支店

1,155,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

道路公園課
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